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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）本体と、
　（ｂ）前記本体によって支持された送風機と、
　（ｃ）前記送風機と気体流連通する第１の気体流導管において、長手軸、前記本体によ
って支持された近位部、および前記本体から離れた遠位部を有する第１の気体流導管と、
　（ｄ）前記第１の気体流導管の前記遠位部と気体流連通し、前記長手軸に対して１００
度を超える角度で前記第１の気体流導管の前記遠位部から前記本体の方へ空気を吹き出す
ように配向した第１のノズルと、
　（ｅ）前記送風機と気体流連通する第２の気体流導管において、長手軸、前記本体によ
って支持された近位部、および前記本体から離れた遠位部を有する第２の気体流導管と、
　（ｆ）前記第２の気体流導管の前記遠位部と気体流連通し、前記長手軸に対して１００
度を超える角度で前記第２の気体流導管の前記遠位部から前記本体の方へ空気を吹き出す
ように配向した第２のノズルと、
　（ｇ）前記第１の気体流導管と前記第２の気体流導管との間に位置する突出剛毛を備え
たバーにおいて、前記第１のノズルおよび前記第２のノズルから前記バーの表面上に横断
して空気が吹き出すように位置決めされ、毛髪を前記バーに被せてとかすと前記毛髪が滑
らかになり、艶が出るバーと
を備えることを特徴とする毛髪処理装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の毛髪処理装置において、両方の導管の長手軸が互いに平行であること
を特徴とする毛髪処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の毛髪処理装置において、両方のノズルの内径が、前記気体流導管の内
径より小さいことを特徴とする毛髪処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の毛髪処理装置において、前記第１のノズルの内径が、前記気体流導管
の内径より小さいことを特徴とする毛髪処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の毛髪処理装置において、前記本体が細長い長手軸を有し、前記本体か
ら遠位に位置決めされた把持部を備えることを特徴とする毛髪処理装置。
【請求項６】
　吹出口を通して空気を出力する毛髪器具と共に使用するためのコンセントレータにおい
て、
　ａ）本体において、
　　（ｉ）毛髪処理装置の前記吹出口に外嵌するように寸法付けされた、前記毛髪処理装
置によって出力された空気を受け取るための吸込口、
　　（ｉｉ）前記吸込口と対向する排出端部、および
　　（ｉｉｉ）前記吸込口と前記排出端部との間の気体流路
を有する本体と、
　ｂ）前記本体の前記排出端部と気体流連通する第１の気体流導管において、第１の長手
軸、前記本体によって支持された近位部、および前記本体から離れた遠位部を有する第１
の気体流導管と、
　ｃ）前記第１の導管と気体流連通し、前記第１の長手軸に対して１００度を超える角度
で前記第１の導管の前記遠位部から前記本体の方へ空気を吹き出すように配向した第１の
ノズルと、
　ｄ）第２の長手軸と、前記第２の導管と気体流連通し、かつ前記第２の長手軸に対して
１００度を超える角度で前記第２の導管の前記遠位部から前記本体の方へ空気を吹き出す
ように配向した第２のノズルとを有する第２の気体流導管と、
　ｅ）前記第２の導管と気体流連通し、前記第２の導管の前記遠位部から空気を吹き出す
ように配向した第２のノズルと、
　ｆ）前記第１の気体流導管と前記第２の気体流導管との間に位置する突出剛毛を備えた
バーにおいて、前記第１のノズルおよび前記第２のノズルから前記バーの表面上に横断し
て空気が吹き出すように位置決めされ、毛髪を前記バーに被せてとかすと前記毛髪が滑ら
かになり、艶が出るバーと
を備えることを特徴とするコンセントレータ。
【請求項７】
　請求項６に記載のコンセントレータにおいて、両方のノズルの内径が、前記気体流導管
の内径より小さいことを特徴とするコンセントレータ。
【請求項８】
　請求項６に記載のコンセントレータにおいて、前記第１のノズルの内径が、前記気体流
導管の内径より小さいことを特徴とするコンセントレータ。
【請求項９】
　請求項６に記載のコンセントレータにおいて、前記毛髪器具がヘアドライヤーであるこ
とを特徴とするコンセントレータ。
【請求項１０】
　ａ）吹出口を通して加熱空気を出力するための毛髪器具と、
　ｂ）請求項６に記載のコンセントレータにおいて、前記コンセントレータの前記吸込口
が前記毛髪器具の前記吹出口に外嵌されているコンセントレータと
を備えることを特徴とする毛髪器具。
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【請求項１１】
　毛髪の一部を乾燥させる方法において、
　ａ）前記毛髪処理装置を把持するステップにおいて、前記毛髪処理装置が
　　ｉ）本体、
　　ｉｉ）前記本体によって支持された送風機、
　　ｉｉｉ）前記送風機と気体流連通する第１の気体流導管において、長手軸、前記本体
によって支持された近位部、および前記本体から離れた遠位部を有する第１の気体流導管
、
　　ｉｖ）前記第１の気体流導管の前記遠位部と気体流連通し、前記長手軸に対して１０
０度を超える角度で前記第１の気体流導管の前記遠位部から前記本体の方へ空気を吹き出
すように配向した第１のノズル、
　　ｖ）前記送風機と気体流連通する第２の気体流導管において、長手軸、前記本体によ
って支持された近位部、および前記本体から離れた遠位部を有する第２の気体流導管、
　　ｖｉ）前記第２の気体流導管の前記遠位部と気体流連通し、前記長手軸に対して１０
０度を超える角度で前記第２の気体流導管の前記遠位部から前記本体の方へ空気を吹き出
すように配向した第２のノズル、および
　　ｖｉｉ）前記第１の気体流導管と前記第２の気体流導管との間に位置する突出剛毛を
備えたバーにおいて、前記第１のノズルおよび前記第２のノズルから前記バーの表面上に
横断して空気が吹き出すように位置決めされたバー
を備えるステップと、
　ｂ）前記空気が前記第１のノズルおよび前記第２のノズルから吹き出す場所に前記毛髪
の一部を配置するステップと、
　ｃ）ステップ（ｂ）の前または後に、前記送風機を作動させて、前記毛髪の一部を乾燥
させるステップと、
　ｄ）前記空気が前記第１のノズルおよび前記第２のノズルから吹き出す間、前記毛髪を
前記バーでとかすステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　毛髪の一部を乾燥させる方法において、
　ａ）吹出口を通して空気を出力する毛髪器具と共に使用するためのコンセントレータを
配置するステップにおいて、前記コンセントレータの前記吸込口が前記毛髪器具の前記吹
出口に外嵌され、前記コンセントレータが、
　　ｉ）（ｉ）毛髪処理装置の前記吹出口に外嵌するように寸法付けされた、前記毛髪処
理装置によって出力された空気を受け取るための吸込口と、（ｉｉ）前記吸込口と対向す
る排出端部と、（ｉｉｉ）前記吸込口と前記排出端部との間の気体流路とを有する本体、
　　ｉｉ）前記本体の前記排出端部と気体流連通する第１の気体流導管において、第１の
長手軸、前記本体によって支持された近位部、および前記本体から離れた遠位部を有する
第１の導管、
　　ｉｉｉ）前記第１の導管と気体流連通し、前記長手軸に対して１００度を超える角度
で前記第１の導管の前記遠位部から前記本体の方へ空気を吹き出すように配向した第１の
ノズル、
　　ｉｖ）第２の気体流導管において、第２の長手軸と、前記第２の導管と気体流連通し
、かつ前記第２の長手軸に対して１００度を超える角度で前記第２の導管の前記遠位部か
ら前記本体の方へ空気を吹き出すように配向した第２のノズルとを有する第２の気体流導
管、
　　ｖ）前記第２の気体流導管の前記遠位部と気体流連通し、前記長手軸に対して１００
度を超える角度で前記第２の気体流導管の前記遠位部から前記本体の方へ空気を吹き出す
ように配向した第２のノズル、および
　　ｖｉ）前記第１の気体流導管と前記第２の気体流導管との間に位置する突出剛毛を備
えたバーにおいて、前記第１のノズルおよび前記第２のノズルから前記バーの表面上に横
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断して空気が吹き出すように位置決めされたバーを備えるステップと、
　ｂ）前記バーに隣接し、前記空気が前記ノズルから吹き出す場所に、前記毛髪の一部を
配置するステップと、
　ｃ）ステップ（ｂ）の前または後に、前記毛髪器具を作動させて、前記コンセントレー
タを通して加熱空気を吹き出すステップと、
　ｄ）前記空気が前記第１のノズルおよび前記第２のノズルから吹き出す間、前記毛髪を
前記バーでとかすステップと
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本国際特許出願は、２０１２年８月２４日付けで出願された「コンセントレータ」と題
する米国仮特許出願第６１／６９３，１３６号明細書および２０１２年１１月９日付けで
出願された「コンセントレータ」と題する米国特許出願第１２／６７３，７０６号明細書
に関し、それらの利益を主張するものであり、それらの全内容は参照により本明細書に援
用される。
【背景技術】
【０００２】
　毛髪乾燥装置は、毛髪を乾燥させ、所望のスタイルに形作るための温風の流れを送り出
す。毛髪乾燥装置からの気流を分散させ、それによってカール、縮れのない毛髪本体およ
び毛髪の質感を作るために、ディフューザが一般に使用される。特定の状況下では、特定
のヘアスタイルを得るために毛髪乾燥もしくはスタイリング装置、またはそのアタッチメ
ントの設計を修正することが望ましい。
【０００３】
　消費者はしばしば、自分の毛髪をプロにブロー乾燥してもらい、サロンスタイルの仕上
がりを手に入れるために高いお金を払う。美容師は、毛髪の特定の部分を一度で乾燥およ
びスタイリングすることによって、入念に施術を行う。毛髪を乾燥させる際、美容師はブ
ラシを使用し、毛髪の小さい部分を選択して、繰り返し毛髪に熱を当てる。特定の部分に
熱を集中させ、同時に所望の方向にブラシを引くことによって、乾燥工程においてボリュ
ームおよび光沢も作りながら毛髪を形作る。例えば、ドライヤーからの加熱空気を当て、
ブラシを毛髪の端部に向かって下方に引くと、滑らかな仕上がりが得られる。
【０００４】
　性能を改善するための毛髪乾燥装置への修正を、米国特許第３，５６３，２５０号明細
書、第５，９５６，８６３号明細書、第３，９３９，８５０号明細書、第６，１９９，２
９５号明細書および第５，３１６，０２５号明細書に見ることができる。しかしながら、
これらの修正のそれぞれには、複雑さ、高コストおよび限られた有効性などの１つまたは
複数の欠点がある。例えば、ほとんどのヘアドライヤーの修正物は扱いにくい構造を有し
、乾燥工程が、ユーザにとってさらに一層困難になり、面倒で苛立たしくなり得る。
【０００５】
　典型的には、ヘアドライヤーは、空気吸込口および空気吹出口を画定する送風機を収容
する管状本体を有する。環境から空気吸込口に空気を吸い込む内部ファンを運転するため
に、電気モータが設けられる。空気は一般に、加熱要素を横切って空気吹出口の方へ送り
込まれる。加熱空気は、空気吹出口を通って、空気吹出口を囲む本体から流れ出る。円形
断面により、毛髪の表面は乾燥し、平らになるが、毛髪の下部はより長い時間濡れたまま
である。
【０００６】
　付属品が取り付けられていない従来の毛髪乾燥装置は、円形断面の流れパターンを有す
る。付属品は、ヘアドライヤーの空気吹出口を囲む本体に取り付けることができる。加熱
空気は本体を通って流れ、空気吹出口から出て、空気の流れパターンを変える付属品を通
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る。ヘアドライヤーからの空気の流れパターンを変えるものとして、米国特許第Ｄ４２６
６７４号明細書、同第４５３８３６２号明細書、同第７１５２１６１０号明細書、同第Ｄ
４４０３５４号明細書および仏国特許第２８８８０９５号明細書に記載のものなどの様々
な付属品が知られている。しかしながら、これらのそれぞれには、効率が悪く、ボリュー
ムを出したり、滑らかな仕上がりのヘアスタイルを作ったりすることができないという１
つまたは複数の欠点がある。
【０００７】
　先の理由により、従来の装置の欠点を克服する毛髪処理装置が必要とされている。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の特徴を有する毛髪処理装置は、上記のニーズを満たす。例示的装置は、本体と
、本体によって支持された、空気を吹き出す送風機とを有する。送風機に分離可能に連結
された、または送風機と一体化されたコンセントレータが、送風機と気体流連通する少な
くとも１つの気体流導管を備える。ノズルが、導管の遠位部と気体流連通し、第１の導管
の遠位部から本体の方へ空気を吹き戻すように配向している。
【０００９】
　有利なことには、気体流導管は長手軸を有し、ノズルは、毛髪の外表面上に空気を方向
付けるように、長手軸に対して１００度を超える角度で気体流導管の遠位部から本体の方
へ空気を方向付ける。
【００１０】
　本体は、そのような気体流導管を２つの備え、各気体流導管は、それぞれの導管と気体
流連通するノズルを有し、両ノズルは、それぞれの導管の遠位部から本体の方へ空気を吹
き出すように配向している。好ましくは、導管の長手軸は互いに平行である。ノズル吹出
口の直径は、空気を集中させてその速度を増加させるために、気体流導管の直径より小さ
くなり得る。
【００１１】
　毛髪処理装置は、任意選択でバーを有することができ、バーは、２つの気体流導管の間
に位置決めされた突出剛毛を任意選択で有する。突出剛毛を備えたバーは装置上に位置決
めされているため、ノズルから出る空気は、装置の剛毛部と交差する。剛毛部は、ユーザ
の毛髪と係合するように使用することができる。バーは、装置に永久的に取り付けること
ができ、またはユーザがバーを外すことができるように挿入可能であり得る。脱着可能な
特徴により、様々な寸法または剛毛特性のバーを毛髪処理装置に挿入することができる。
例えば、剛毛部はブラシのような構造または櫛のような構造をより多く有し得る。バーは
、空気がバーの中を移動しないように中実構造であり得、またはバーの内部が、装置を通
る追加の空気流路を作る中空であり得る。バーが中空構造を有する場合、ノズルと同様に
装置の剛毛部からも空気が出るように、バーは任意選択でアパーチャを有し得る。
【００１２】
　本体は、筒状に形作られ、本体の一端部には位置決めされた気体導管部と、他端部には
ユーザの手に収まるように寸法が合わされた把持部とが備えられてもよい。あるいは、筒
状に形作られた本体がある場合、装置はその本体に実質的に垂直に位置決めされた把持部
を有することができ、スイッチはその把持部上に位置決めされ得る。
【００１３】
　装置の使用時には、ユーザは毛髪処理装置を把持し、送風機を作動させ、それによって
空気が任意選択の加熱アセンブリを通って、続いて１つまたは複数の気体流導管、および
１つまたは複数のノズルを通って送られる。ノズルは、空気を本体の方へ方向付ける。ユ
ーザは、方向付けられた空気が剛毛部と共に毛髪と係合する場所に毛髪を配置し、それに
よって毛髪を乾燥させ、スタイリングする。
【００１４】
　コンセントレータが送風機と一体化されていない場合、コンセントレータは、（ａ）コ
ンセントレータの吸込口を毛髪器具の吹出口に被せるステップ、ｂ）空気がノズルから吹
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き出す場所に毛髪を配置するステップ、およびｃ）ステップ（ｂ）の前または後に、毛髪
器具を作動させて、コンセントレータを通して加熱空気を吹き出すステップによって使用
することができる。
【００１５】
　本発明のこれらならびに他の特徴、態様および利点は、以下の説明、添付の特許請求の
範囲、および添付図面を参照してよりよく理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の特徴を有する第１の毛髪処理装置の側面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の特徴を有する第２の毛髪処理装置の側面図である。
【図２Ａ】図２Ａは、図１Ａの線２Ａ－２Ａにおける図１Ａの装置の断面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図１Ｂの線２Ｂ－２Ｂにおける図１Ｂの装置の断面図である。
【図３】図３は、本発明の特徴を有するコンセントレータの斜視図である。
【図４】図４は、図３の線４－４における図３のコンセントレータの断面図である。
【図５】図５は、図３のコンセントレータの底面図である。
【図６】図６は、ヘアドライヤーに取り付けられた図３の装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、毛髪を乾燥させ、スタイリングすることができる毛髪処理装置、およびそれ
を行うための方法を対象とする。以下の説明では、本発明の実施形態をより完全に説明す
るために、多くの具体的な詳細について述べる。しかしながら、これらの具体的な詳細が
なくても本発明の実施形態を実施し得ることは、当業者に明らかである。他の例では、本
発明を不明瞭にしないように、よく知られている特徴については詳細に説明していない。
【００１８】
　図１Ａおよび図２Ａを参照すると、毛髪処理装置２０は、本体部２２Ａおよびコンセン
トレータ部２２Ｂを有する本体２２と、内部空洞２４とを備える。本体２２によって支持
された送風機２６は、空胴２４内にある。コンセントレータ部２２Ｂは、少なくとも１つ
、好ましくは２つの気体流導管２８を備え、各気体流導管２８は、送風機２６と気体流連
通する近位部３０と、それぞれの導管２８と気体流連通する少なくとも１つのノズル３４
を有する遠位部３２とを有する。ノズル３４は、導管２８の遠位部３２から本体２２の方
へ空気を方向付けるように配向している。毛髪処理装置２０の加熱および／または動作速
度を制御するために、スイッチ３６が本体部２２Ａ上、または別の適切な場所に位置し得
る。本体部２２Ａの外部には、装置２０を使用しやすいように把持突出部３８を設けるこ
とができる。任意選択で突出剛毛４２を備えた任意のバー４０が、ユーザの毛髪と係合す
るように、導管２８間の装置２０上に位置し得る。
【００１９】
　気体導管２８部は、管状本体２２の軸方向の一端部に位置し、強制空気の気流を所望の
パターンに方向付けており、一方ユーザのための把持突出部３８は、本体２２の軸方向の
他端部に位置する。
【００２０】
　図１に示すような装置２０は、馬蹄型構造の２つの平行な気体導管２８を備えた好まし
い実施形態を示す。それら気体導管２８はそれぞれ、平行な長手軸を有する。２つの平行
な気体流導管２８は、協働して空気を共通点の方へ方向付ける。２つ以上の気体導管２８
を有することによって、ノズル３４から出る空気が共通点で集中する。２つの気体導管２
８間の距離は、約１インチ～約６インチであり得る。
【００２１】
　好ましくは、導管２８の長手軸に対して１００度を超える角度でノズル３４によって空
気が本体２２の方へ方向付けられるように、ノズル３４が配向している。好ましい実施形
態では、ノズル３４の内径は、気体流導管２８の内径より小さい。ノズル３４の開口部は
、毛髪が開口部に吸い込まれないように、任意選択によりスクリーンまたはメッシュで覆
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うことができる。
【００２２】
　バー４０は、ノズル３４から出る空気が剛毛４２と交差する場所に位置し得る。突出剛
毛４２を備えたバー４０は、装置２０の本体２２に永久的に固定することができ、または
様々な寸法および異なる剛毛特性のバー４０を使用することができるように脱着可能であ
り得る。バー４０の断面は、正方形、矩形、円形、または装置の設計に適した任意の形状
であり得る。様々な寸法または剛毛特性を備えたバー４０を有することによって、得られ
るヘアスタイル能力を変えることができる。剛毛４２は、雄豚剛毛、ナイロンもしくは他
のプラスチック剛毛を含むヘアブラシ剛毛のタイプ、または雄豚およびプラスチック剛毛
などの剛毛タイプの組合せであり得る。雄豚およびプラスチック剛毛は、薄いまたは細い
毛髪には柔らかい剛毛、濃いまたは硬い毛髪には堅い剛毛など、異なるブラッシング用途
に対して堅さを変えることができる。ナイロンまたはプラスチック剛毛は、頭皮を引っ掻
かないように、丸みを帯びた、または球状の端部を有し得、さらに他のヘアブラッシング
用途に対して、雄豚剛毛と、プラスチックまたはナイロン剛毛とを１つのブラシの中に組
み合わせてもよい。突出部には、トルマリン剛毛、シリコン剛毛もしくはシリコンコーテ
ィング剛毛、または、縮れを低減し、毛髪の滑らかさおよびもつれを改善する他の剛毛コ
ーティングなどの他の選択肢も使用してよい。突出剛毛４２を備えたバー４０は、中実構
造であり得、または内部中空空胴を有し得る。任意選択で、バー４０が内部中空空胴を有
する場合、バー４０は、空気がバー４０から出て、剛毛４２を通って流れ得るアパーチャ
を有し得る。
【００２３】
　図１Ｂは、突出剛毛４２を備えたより大きい寸法のバー４０を収容することができる代
替本体２２の設計を有する毛髪処理装置の別の変形例を示す。この変形例では、突出剛毛
４２を備えたバー４０は中空であり、送風機２６からの強制空気が遠位の気体流導管２８
およびノズル３４に入るように流路を作る。
【００２４】
　図２Ａおよび図２Ｂに示すように、外気が本体部２２Ａの内部空洞２４に引き込まれ、
内部空洞２４を通って気体連通路へ入り、その結果、送風機２６によって装置２０の本体
２２を通って圧力下で空気が送られる。
【００２５】
　ヘアドライヤーで典型的であるように、本体部２２Ａは送風機２６およびその構造要素
を収容する。送風機２６は一般に、電源コード４６によってＡＣ電源などの電源と電気的
に接続されている、本体２２の内部に位置するファンを運転するためのモータを備える。
本体２２の中を通って移動する気流を加熱するためのヒータが、典型的には本体２２内に
ある。この変形例によれば、ヒータアセンブリ５２およびファンアセンブリ５４を含む加
熱送風機５０が使用される。一例示的変形例では、ヒータアセンブリ５２が、電源コード
４６または他の手段を介して電流が供給される抵抗器の役目を果たす。加熱要素を有する
ヘアスタイリング器具の他の例が、米国特許第７，６３１，６４６号明細書および第７，
４８１，２２８号明細書に見られ得、それらの全開示が参照によって本明細書に援用され
る。
【００２６】
　ここで図３を参照すると、コンセントレータ６０を毛髪送風機２６と一体化させるので
はなく、コンセントレータ６０は、送風機２６を有する毛髪器具７０に取り外し可能に取
り付けることができる単独のユニットであり得る。好ましい実施形態では、毛髪器具７０
はヘアドライヤーである。一般に、ヘアドライヤーの空気吹出口６２は管状すなわち円形
開口部を有し、同様に、コンセントレータ６０の吸込口６４部は管状であり、断面が円形
である。毛髪器具７０を作動させる前または後に、コンセントレータ６０を毛髪器具７０
に被せることができる。
【００２７】
　この変形例では、コンセントレータ６０の本体２２は、中央円錐部６６および排出端部
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６８を有し、中央円錐部６６は、吸込口６４部と排出端部６８との間にあり、中を通る気
体流路を画定している。好ましい実施形態では、コンセントレータ６０の本体２２は、馬
蹄型構造の２つの平行な気体導管２８を画定する。本体２２は、金属、もしくはプラスチ
ックすなわちポリプロピレン、またはそれらの組合せなどの、毛髪器具７０、ヘアドライ
ヤーおよびヘアドライヤーアタッチメントに従来使用されている様々な材料からなり得る
。
【００２８】
　図４から見てわかるように、本体２２の内部空洞２４を通って流れる空気は、本体２２
と気体流連通している気体導管２８に分流される。次いで、空気は気体導管２８を通過し
、続いて図３に示すようなノズル３４を通過して共通点に向かう。突出剛毛４２を備えた
バー４０は、共通点に位置する。
【００２９】
　図５では、コンセントレータ６０の底面図により、コンセントレータ６０の内部空洞２
４が示される。空気は、送風機２６から気体流導管２８に方向付けられ、図３に示すよう
なノズル３４を通ることによって、空気を集中させる。ノズル３４の内径が気体流導管２
８の内径より小さい場合、空気はノズル３４から出る前にさらに集中する。
【００３０】
　図６は、毛髪器具７０に取り付けられたコンセントレータ６０を示す。この図では、コ
ンセントレータ６０は、毛髪器具７０に取り外し可能に取り付けることができるアタッチ
メントとして構成される。コンセントレータ６０が取り付けられると、毛髪器具７０にお
ける他の従来の気流が集中する。プロのセッティング時または家庭での使用には、分離可
能なアダプタとして構成される場合、乾燥が完了したらコンセントレータ６０を外すこと
がしばしば望ましい。コンセントレータ６０を外すと、ここで代替の毛髪乾燥アタッチメ
ントを毛髪器具７０と共に使用することができる。
【００３１】
　本発明の特徴が、毛髪器具７０へのアタッチメントとして構成されるか、それとも送風
機２６と一体化されるかにかかわらず、ユーザは、処理すべき毛髪の部分を選択しながら
、片手で装置２０または毛髪器具７０を保持するだけでよい。毛髪の一部と係合したら、
集中した空気を当てながら、毛髪をユーザから遠ざかるように引く。
【００３２】
　装置２０が送風機２６と一体化されている場合、ユーザに非常に便利なヘアドライヤー
を使用することなく毛髪を加熱し、同時にスタイリングしてもよい。装置２０を作動させ
ると、突出剛毛４２を備えたバー４０は、ユーザの毛髪と係合し得る。突出剛毛４２を備
えたバー４０と共に、集中した空気がユーザの毛髪と係合することによって、毛髪をユー
ザの頭皮から遠ざかるように持ち上げる。その結果、毛髪の係合された部分が、１つまた
は複数のノズル３４から出る空気によって乾燥する。ユーザがさらに、自分の頭から遠ざ
かるように装置２０を引くと、毛髪は持ち上げられ、ブラシのような方法で剛毛部４２上
を滑るように進む。その結果、空気が毛髪の中を一様に移動し、滑らかなに毛髪を乾燥さ
せる。この方法を用いて毛髪を乾燥させることによって、ボリュームのある滑らかな仕上
がりが得られる。
【００３３】
　コンセントレータ６０が、毛髪を乾燥させ、スタイリングするためのアタッチメントと
して使用される際、ユーザは、上で説明したようなコンセントレータ６０を、吹出口６２
を有する毛髪器具７０に被せる。コンセントレータ６０の吸込口６４部は、毛髪器具７０
の吹出口６２に近接しており、毛髪器具７０が作動して、通常加熱される空気を、コンセ
ントレータ６０を通して吹き出す。
【００３４】
　さらに、様々な実施形態の態様を全体的または部分的に交換してもよいことを理解され
たい。さらに当業者であれば、先の記述は単なる例としてのものであり、添付の特許請求
の範囲にさらに記載する本発明を限定するものではないことを理解する。
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